
事  業  報  告 

 
１．医療対策  

関係機関（県保健福祉部の関係課）等と連絡調整を行うと共に、関係大学並びに報道関係者

と協議を行い、会務運営の円滑化を図っている。 

２．歯科医師会未入会者の入会促進 

総務部を中心に未入会者毎に担当者を置き、郡市区会の担当者と連携のもとに、未入会者の

入会促進を積極的に対応を図っている。 

３．歯科医師の需給対策 

日歯の方針に基づき対応を図っている。 

４．福岡県歯科保健医療計画の推進と歯科保健医療推進体制の整備 

平成１５年に福岡県歯科保健医療推進協議会で見直し策定された「福岡県歯科保健医療計画」

の円滑な推進を図るため、福岡県地域歯科保健医療事業推進会議にて意見調整と趣旨徹底を図

ると共に、市町村への郡市区会の対応並びに歯科保健医療推進体制の整備を図り、地域歯科保

健医療を総合的且つ効率的に推進している。 

５．対外広報の推進 

(1) 新聞・テレビ及び県・市町村の広報紙並びにポスター・チラシ等のメディアを活用し、県

民への歯科保健知識の普及を図っている。 

(2) 福岡県歯科医師会ホームページを活用し、県民への歯科保健知識の普及を図っている。 

６．地域歯科保健医療の推進 

(1) 地域歯科保健医療供給体制の確保 

① 歯科休日急患診療事業 

平成１７年度の歯科休日急患診療対策について、福岡県地域歯科保健医療事業推進会議

において、日曜・祝日・休日及び年末年始の実施計画を立て実施している。 

地 域 名 

（事業開始） 
診  療  日 診 療 時 間 診 療 場 所 

京    都 

（平成２年 

４月１日） 

日曜・祝日・休日(６７日間)

年末年始(５日間) 

１２月３０日～１月３日 

午前９時 

～ 

午後５時

行橋京都休日・夜間急患

センター 

豊前築上 

（平成７年 

４月１日） 

日曜・祝日・休日(６５日間)

年始(４日間) 

１２月３１日～１月３日 

午前９時 

～ 

午後５時半

豊築休日急患センター 

田  川 

（昭和 59 年 

５月３日） 

日曜・祝日・休日(６５日間)

年末年始(４日間) 

１２月３１日～１月３日 

午前９時 

～ 

正 午 

田川口腔衛生センター 

直  方 

（昭和 57 年 

４月１日） 

日曜・祝日・休日(２２日間)

年末年始(６日間) 

１２月２９日～１月３日 

午前９時 

～ 

午後５時

当地域会員の診療所 

１日・１診療所 

 

 



地 域 名 

（事業開始） 
診  療  日 診 療 時 間 診 療 場 所 

飯  塚 

（平成８年 

４月１日） 

祝日・休日(６日間) 

年末年始(６日間) 

１２月２９日～１月３日 

午前９時 

～ 

   正 午 

当地域会員の診療所 

１日・２診療所 

宗  像 

（昭和 52 年 

12月20日） 

休日(４日間) 

８月１３日～１６日 

年末年始(８日間) 

１２月２９日～１月５日 

午前９時 

～ 

午後５時

当地域会員の診療所 

１日・１診療所 

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ(３日間) 

５月３日～５月５日 

盆休日(２日間) 

８月１４日～８月１５日 

年末年始(６日間) 

１２月３０日～１月４日 

粕屋中南部休日診療所 

 

当地域会員の診療所 

１日・１診療所 

粕  屋 

（平成５年 

12月31日） 

上記以外の日曜・祝日 

(６２日間)

午前９時 

～ 

午後５時

粕屋中南部休日診療所 

福 岡 市 

（昭和 50 年 

５月１日） 

日曜・祝日・休日(７１日間)

年末年始(４日間) 

１２月３１日～１月３日 

午前９時 

～ 

午後５時

福岡市歯科急患診療所 

糸  島 

（昭和 57 年 

８月13日） 

日曜・祝日・休日(６７日間)

年末年始(５日間) 

１２月３０日～１月３日 

午前１０時 

～ 

午後２時

糸島口腔保健センター 

（歯科休日急患診療所）

筑  紫 

（平成３年 

８月14日） 

祝日・休日(６日間) 

年末年始(６日間) 

１２月２９日～１月３日 

午前９時 

～ 

午後４時

当地域会員の診療所 

１日・２診療所 

甘木朝倉 

（平成２年 

12月29日） 

日曜・祝日・休日(７２日間)

年末年始(５日間) 

１２月３０日～１月３日 

午前９時 

～ 

午後３時

当地域会員の診療所 

１日・１診療所 

小郡三井 

（昭和 63 年 

12月30日） 

祝日・休日(７日間) 

年末年始(５日間) 

１２月３０日～１月３日 

午前９時 

～ 

午後４時

当地域会員の診療所 

１日・１診療所 

浮  羽 

（平成４年 

８月13日） 

祝日・休日(６日間) 

年末年始(６日間) 

１２月２９日～１月３日 

午前９時 

～ 

午後５時

当地域会員の診療所 

１日・１診療所 

久 留 米 

（昭和 48 年 

４月１日） 

日曜・祝日・休日(６５日間)

年末年始(６日間) 

１２月２９日～１月３日 

午前１０時 

～ 

午後５時

当地域会員の診療所 

１日・１診療所 

(一部 ２診療所) 

日曜・祝日・休日(６１日間) 当地域会員の診療所 

八女筑後 

（昭和 57 年 

11 月１日） 

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ(３日間) 

５月３日～５月５日 

盆休日(３日間) 

８月１３日～８月１５日 

年末年始(５日間) 

１２月３０日～１月３日 

午前１０時 

～ 

午後４時
当地域会員の診療所 

１日・２診療所 

大川三潴 

（平成４年 

８月13日） 

日曜・祝日・休日(６日間)

年末年始(６日間) 

１２月２９日～１月３日 

午前１０時 

～ 

午後５時

当地域会員の診療所 

１日・１診療所 

 



地 域 名 

（事業開始） 
診  療  日 診 療 時 間 診 療 場 所 

日曜・祝日(６１日間) 
柳川山門歯科口腔保健 

センター 柳川山門 

（平成２年 

10 月１日） 

祝日・休日(６日間) 

年末年始(６日間) 

１２月２９日～１月３日 

午前１０時 

～ 

午後５時
当地域会員の診療所 

１日・１診療所 

大 牟 田 

（昭和 52 年 

９月１日） 

日曜・祝日・休日(７３日間)

盆休日(３日間) 

８月１４日～８月１６日 

年末年始(６日間) 

１２月２９日～１月３日 

午前０時 

～ 

午後１２時

(２４時間体制)

当地域会員の診療所 

１日・１診療所 

遠  賀 

（平成２年 

４月１日） 

日曜・祝日・休日(６日間)

年末年始(６日間) 

１２月２９日～１月３日 

午前１０時 

～ 

午後５時

当地域会員の診療所 

１日・１診療所 

日曜・祝日・休日(６７日間)

年末年始(６日間) 

１２月２９日～１月３日 

午前９時 

～ 

午後５時

北九州市立夜間休日急患

センター 北九州市 

（昭和 49 年 

１月１日） 年末年始(４日間) 

１２月３１日～１月３日 

午前１０時 

～ 

午後６時

区毎１日・７診療所 

 

② 在宅寝たきり高齢者歯科診療事業 

地元市町村が実施主体となって実施する事業に、直方、飯塚、宗像、粕屋、糸島、甘木

朝倉、小郡三井、浮羽、久留米、八女筑後、大川三潴、柳川山門及び遠賀歯科医師会が協

力している。 
③ 身障者歯科診療事業 

固定施設における身障者診療事業を直方歯科医師会と委託契約を締結し実施している。 

④ 訪問歯科診療事業の推進 

市町村と郡市区会が一体となって訪問歯科診療事業に積極的に取り組める組織作りの支

援を行っている。 

(2) 要介護者等歯科保健医療推進事業 

① 要介護者等歯科治療病診連携システムの整備 

地域において要介護者に対応する高次の歯科治療を円滑に進めていくため病診連携シス

テムの整備を図り、後方支援対策を推進している。 

② 要介護者等口腔健康管理システム構築事業 

要介護者等の歯科保健医療を確保するため、施設に入所する要介護者等に効率的な口腔

管理システムを構築している。 

(3) 「８０２０」生涯を通じた歯科保健の普及啓発 

１１月８日（いい歯の日）の週を「いいな、いい歯。」週間とし歯科保健の普及啓発事業を

実施した。 

① 会員診療所啓発事業の実施 

「いいな、いい歯。」週間に県下会員の診療所を中心に啓発事業を実施した。 



② 街頭啓発事業の実施 

１１月６日（日）福岡市「警固公園」、「天神ツインビル前」、「西鉄福岡（天神）駅北口

ステージ広場」において街頭啓発事業を実施した。 

③ 歯科保健大会の実施 

８０２０運動定着化と円滑な推進を図るため、各地区歯科医師会長の調整による郡市区

歯科医師会の輪番事業とし、県民参加型の公開フォーラムなど地域の実情に即したより生

活に密着した効果的な事業を、本年度は福岡市歯科医師会と連携のもとに１１月１３日福

岡市「イムズホール」において開催した。 

(4) 地域歯科保健基盤整備事業 

地域と歯科関係団体が連携して、歯科診療所の定期管理型機能を充実させ、地域住民が定

期的な口腔健康管理を行えるような環境整備を図っている。 

(5) 歯科保健食育推進事業 

食育を咀嚼・嚥下機能や味覚など歯科的観点から支援するため、地域の関係団体と連繋し

て食育における摂食嚥下の重要性を普及啓発している。 

(6) 福岡県、郡市区歯科医師会及び関係機関との連絡調整 

円滑な推進を図るため関係機関等との連絡調整を行っている。 

(7) 福岡県地域歯科保健医療事業推進会議の開催 

推進会議を開催し連携と調整を図ることとしている。 

７．介護保険への対応 

介護保険に対応するため、県行政の介護保険審査会や国保連合会の介護保険給付費審査会等

に参画すると共に、郡市区会での対応を支援している。 

８．事業及び財政の整備 

(1) 会員管理及び文書管理のＯＡ化の充実を図ると共に、情報のデータベース化を行い、本会

業務の総合的、効率的な処理と管理の合理化並びに郡市区会とのネットワークの推進を図っ

ている。 

(2) 長期化する低金利に対応するため、資金の効率的活用や経費の節減に努めている。 

(3) 福岡県歯科医師会創立１００周年記念事業の検討 

① 平成１９年４月に福岡県歯科医師会創立１００周年を迎えることから、臨時委員会を設

置し、創立１００周年記念事業について検討を行い、答申書が提出された。 

② 臨時委員会の答申書に基づき、特別委員会を設置し、創立１００周年記念事業実施計画

の策定及び事業の推進について検討を行い、別冊のとおり答申書が提出された。 

(4) 平成１８年度「第５回警察歯科医会全国大会」が福岡県で開催されることから、臨時委員

会を設置し、大会全般にわたる実施計画について検討を行い、別冊のとおり中間報告書が提

出された。 

(5) 事務局の適正な労務管理と効率的な会務運営に対応できる事務局組織の整備を図っている。 

９．歯科診療報酬改定説明会の開催 

平成１８年３月２３日（木）田川市「田川青少年文化ホール」・北九州市「九州厚生年金会館」、

平成１８年３月２４日（金）福岡市「福岡国際会議場」・久留米市「ハイネスホテル久留米」の



４地区において全会員を対象に説明会を実施する。 

10．会員表彰式の開催 

平成１８年１月２８日に開催した。 

11．健康啓発事業の共催実施 

(1) 健康啓発事業 

県民の健康啓発事業として、福岡県・福岡県医師会・福岡県歯科医師会・福岡県薬剤師会

等との共催により開催する。 

① 健康２１世紀福岡県大会 

本年度は、１１月１３日（日）・１４日（月）・１５日（火）北九州市「西日本総合展

示場」、１３日（日）福岡市「アクロス福岡２Ｆギャラリーフロア」において開催した。 

② 福岡県食と健康フォーラム 

本年度は、２月８日（水）福岡市「西鉄ホール」において開催された。 

(2) 健康教育推進事業 

県民の健康教育を推進するため四師会の共催により、福岡県メディカルセンターで健康器

具、ポスターの展示及び輪番による講演会を開催し、県民への啓発を図っている。 

12．警察歯科医会の活動 

２月４日（土）に福岡県警察歯科医会を開催し、法歯学知識の高揚と研究に努め、公共の利

益に役立たせるとともに、福岡県警察の諸活動に対して法歯学的立場から協力している。 

13．地区及び郡市区会との連絡調整 

(1) 四地区会長会議の開催 

会務運営の円滑に資するため、平成１７年９月３日（土）に四地区会長会議を開催し、本

会と地区間の連携と調整を図った。 

(2) 郡市区歯科医師会専務理事連絡協議会の開催 

会務運営の円滑に資するため、平成１７年５月１７日（火）郡市区歯科医師会専務理事連

絡協議会を開催し、本会と郡市区歯科医師会間の連携と調整を図った。 

 (3) 郡市区歯科医師会事務担当者連絡会の開催 

会務運営の円滑に資するため、平成１７年６月２１日（火）郡市区歯科医師会事務担当者

連絡会を開催し、本会と郡市区歯科医師会間の事務事項について連携と調整を図った。 

 


